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4.12 動物 

4.12.1 調査 

１ 調査地域及び調査地点 

動物の調査範囲図は図4-11-1（P4-11-2参照）に示すとおりである。 

調査範囲については、対象事業実施区域及びその周辺200ｍ以内の範囲、並びに１km以内の千

曲川河川敷及び軻良根古(カラネコ)神社を調査範囲とした。なお、半径１km以外の河川敷につい

ても連続性を考慮し追加して調査を実施した。 

 

２ 調査結果 

１) 注目すべき種の選定基準 

動物の注目すべき種の選定については、表4-12-1に示す選定基準に基づいて行った。 

 

表 4-12-1 注目すべき動物種の選定基準 

選定基準となる法律・文献など 

Ⅰ 
「文化財保護法」（昭和 25 年 5月 30 日法律第 214 号）に示されている種  

・特別天然記念物（特天）・天然記念物（天） 

Ⅱ 

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（種の保存法）」 

（平成 4年 6 月 5日法律第 75 号）に示されている種 

・国内希少野生動植物（国内）・国際希少野生動植物（国際） 

・緊急指定種（緊急）・生息地等保護区（生息） 

Ⅲ 

「環境省レッドリスト」（環境省 2012 年※）の掲載種 

・絶滅（EX）・野生絶滅（EW）・絶滅危惧ⅠA類（CR）・絶滅危惧ⅠB類（EN） 

・絶滅危惧Ⅱ類（VU）・準絶滅危惧（NT）・情報不足（DD） 

・絶滅のおそれのある地域個体群（LP） 

Ⅳ 

「長野県版レッドデータブック－長野県の絶滅のおそれのある野生生物－動物

編」（2004 年長野県）の掲載種 

・絶滅（EX）・野生絶滅（EW）・絶滅危惧ⅠA類（CR）・絶滅危惧ⅠB類（EN） 

・絶滅危惧Ⅱ類（VU）・準絶滅危惧（NT）・情報不足（DD） 

・絶滅のおそれのある地域個体群（LP）・留意種（N） 

Ⅴ 

「千曲市版レッドデータブック」（2011 年千曲市）の掲載種 

・絶滅（EX）・野生絶滅（EW）・絶滅危惧ⅠA類（CR）・絶滅危惧ⅠB類（EN） 

・絶滅危惧Ⅱ類（VU）・準絶滅危惧（NT）・情報不足（DD） 

・絶滅のおそれのある地域個体群（LP）・留意種（N） 

Ⅵ 

「大切にしたい長野市の自然」（2013 年長野市）の掲載種 

・身近な減少種（減少極めて著しい）（N1）・身近な減少種（減少著しい）（N2） 

・身近な減少種（減少）（N3）・注目種（近年生息を確認できない種）（N4） 

・注目種（今後の減少が予測される種）（N5） 

備考）※汽水・淡水魚類は 2013 年 
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２) 現地調査 

動物相の確認及び注目すべき種の調査結果は、表4-12-2に示すとおりである。 

なお、対象事業実施区域内では、鳥類のチョウゲンボウ、昆虫類のハグロトンボ、ジュウ

サンホシテントウ、陸産貝類のナミギセルが確認された。 

 

表 4-12-2 動物相の確認及び注目すべき種の調査結果 

動物相 確認種の状況 注目すべき種の状況 

哺乳類 ５目８科 10 種 アズマモグラの１種を確認した。 

鳥類 14 目 31 科 58 種 

オシドリ、カイツブリ等７目９科 15 種を確認した。 

なお、対象事業実施区域内では、チョウゲンボウを確

認した。 

昆虫類 
陸生昆虫類：13 目 96 科 319 種

水生昆虫類：７目 23 科 55 種 

アジアイトトンボ、ミズカマキリ等３目 10 科 16 種を

確認した。 

なお、対象事業実施区域内では、ハグロトンボ、ジュ

ウサンホシテントウの２種類を確認した。 

両生類 １目４科７種 
アズマヒキガエル、トウキョウダルマガエル等１目３

科５種を確認した。 

爬虫類 ２目４科７種 クサガメ、ニホンスッポンの１目２科２種を確認した。

魚類 ３目６科 13 種 アブラハヤ、ドジョウ等２目３科４種を確認した。 

陸産貝類 １目７科 10 種 
対象事業実施区域内及びその周辺でナミギセルの１種

を確認した。 

底生動物 10 目 14 科 19 種 カワニナ、モノアラガイ等２目２科３種を確認した。

 

4.12.2 予測及び評価の結果 

１ 工事中の建設作業による影響 

１) 予測結果 

(1) 動物相及び動物の生息環境への影響 

対象事業実施区域内は現在、使用されている耕作地で、既に人の手が入った改変された土

地である。工事の実施により、建設作業機械の稼働に伴う排ガス、騒音及び振動の影響が考

えられるが、対象事業実施区域と動物の生息環境である千曲川河川敷の堤外地は堤防により

隔てられている。 

さらに堤防は道路として車両が通行していることから、現況においても自動車走行に伴う

排気ガス、騒音、振動等の影響が動物の生息環境である千曲川河川敷の堤外地にも及んでい

ると考えられる。 

また、工事中には資材の搬入・作業員の往来等が考えられるが、動物の生息環境の多くは

千曲川河川敷の堤外地と考えられ、堤防により隔てている状況である。なお、工事中に濁水

が発生することが考えられるが、水質の予測結果では、現況の生息環境を著しく悪化させる

ことはなく、影響の程度は小さいと考えられる。 

以上のことから工事中の大気質、騒音、振動の影響は、動物の生息環境を著しく悪化させ

るものではないと予測した。 
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(2) 注目すべき動物種への影響 

対象事業実施区域では注目すべき鳥類としてチョウゲンボウを確認し、昆虫類としてハグ

ロトンボ、ジュウサンホシテントウの２種を確認し、陸産貝類としてナミギセルを確認した。 

チョウゲンボウは対象事業実施区域と千曲川河川敷を比較すると、ラインセンサスの調査

結果から対象事業実施区域は餌となる鳥類の個体数が少ないことから、チョウゲンボウの主

要な狩り場ではなく、補足的な利用と考えられることから、工事による影響はないものと考

えられる。ハグロトンボやジュウサンホシテントウは主に河川敷に生息する種であるが、対

象事業実施区域が河川に隣接しているため、千曲川河川敷等からの飛翔による移動と考えら

れることから、工事による影響はないものと考えられる。 

ナミギセルは対象事業実施区域内の敷地境界で夏と秋の調査で合計６個体を確認してい

るため、土地の改変区域を一部見直すことや生息適地に移殖させる環境保全措置を検討する。 

 

２) 環境保全措置の内容と経緯 

本事業の実施においては、できる限り環境への影響を緩和させるものとし、「4-1 大気質」、

「4-2 騒音」、「4-3 振動」、「4-6 水質」及び「4-11 植物」の工事による影響に示した環

境保全措置及び表4-12-3に示す環境保全措置を講じる。 

 

表 4-12-3 環境保全措置(希少種の保全) 

環境保全措置 環境保全措置の内容 環境保全措置の種類

注目すべき動物の 

生息地の保全 

造成計画の一部変更等により、注目すべき種が生息

している地域について直接改変部分をできる限り少

なくする 

最小化 

注目すべき動物を 

生息適地へ移殖させる 

工事に先立ち注目すべき動物を確認し、生息適地に

移殖させる 
代 償 

【環境保全措置の種類】 

回 避：全部又は一部を行わないこと等により、影響を回避する。 

最小化：実施規模または程度を制限すること等により、影響を最小化する。 

修 正：影響を受けた環境を修復、回復または復元すること等により、影響を修正する。 

低 減：継続的な保護または維持活動を行うこと等により、影響を低減する。 

代 償：代用的な資源もしくは環境で置き換え、または提供すること等により、影響を代償する。 

 

３) 評価方法 

評価の方法は、調査及び予測の結果並びに検討した環境保全措置を踏まえ、動物への影響

ができる限り緩和されているかどうかを検討した。 

また、予測結果が、表4-12-4に示す環境保全に関する目標と整合が図れているかどうかを

検討した。 

 

表 4-12-4 環境保全に関する目標(工事による影響) 

項目 環境保全に関する目標 

動物 
・対象事業実施区域の周囲に生息する動物に影響を及ぼさないこと 

・希少な動物の生息環境を悪化させる行為はしない 
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４) 評価結果 

(1) 環境への影響の緩和に係る評価 

工事中の「土地造成」、「掘削」、「舗装・コンクリート工事」及び「建築物の工事」に

よる動物相、注目すべき種及び個体群に対する変化の程度への影響については、「造成計画

の一部変更等により、注目すべき種が生息している地域について改変部分をできる限り少な

くする」、「工事に先立ち注目すべき動物を確認し、生息適地に移殖させる」を行うことで、

環境への影響の緩和に適合するものと評価する。 

 

(2) 環境保全に関する目標との整合性に係る評価 

対象事業実施区域内は現在、使用されている耕作地で、既に人の手が入った改変された土

地であり、工事中の大気質、騒音、振動の影響は、動物の生息環境を著しく悪化させるもの

ではないと予測した。 

また、注目種に配慮した造成計画の一部見直しや種の移殖などの環境保全措置を講じるこ

とから動物の生息環境にも影響が及ばないと考えられることから、環境保全に関する目標と

の整合性は図られているものと評価する。 

ただし、土地造成計画の詳細設計は現時点では未確定である。また、工事の実施に際して

は、工事に先行してナミギセルの生息状況を確認するなどの事後調査を行い、ナミギセルが

確認された場合は、移殖について、適切な処置を実施することとする。 
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２ 存在・供用時の緑化による影響 

１) 予測結果 

存在・供用時の対象事業実施区域内における動物の生息環境は、約0.4haの植栽等を施され

た緑地になる。現時点では植栽樹種等の緑化計画は未定であるが、緑化に際しては、生態系

に影響を与えるような外来種を使用せず、周辺植生の構成と調和する植栽等を行うことで、

動物の生息環境に及ぼす影響は小さいと考えられる。このことから、緑化後における動物相

の生息環境の変化の程度は小さいと予測した。 

 

２) 環境保全措置の内容と経緯 

本事業の実施においては、できる限り環境への影響を緩和させるものとし、予測の前提条

件として「4-11 植物」の存在・供用による影響（緑化）に示した環境保全措置を実施する。 

 

３) 評価方法 

評価の方法は、調査及び予測の結果並びに検討した環境保全措置を踏まえ、動物への影響

ができる限り緩和されているかどうかを検討した。 

また、予測結果が表4-12-5に示す環境保全に関する目標と整合が図れているかどうかを検

討した。 

 

表 4-12-5 環境保全に関する目標(存在・供用による影響(緑化)) 

項目 環境保全に関する目標 

動物 
・植栽及び緑化を行うことにより、減少した生息環境を修復すること

・希少な動物の生息環境を悪化させる行為はしない。 

 

４) 評価結果 

 (1) 環境への影響の緩和に係る評価 

事業の実施にあたっては、「現存植生等を考慮した植栽及び緑化」等を行うことで、周辺

地域に生息する動物種の攪乱要因とはならない。 

このことから、緑化による影響については、環境への影響の緩和に適合するものと評価す

る。 

 

(2) 環境保全に関する目標との整合性に係る評価 

本事業では、緑化にあたって生態系に影響を与えるような外来種を使用せず、周辺植生と

調和する植栽及び緑化を行う。このことにより、緑化後における動物相の生息環境の変化の

程度は小さいと予測し、生態系及び生物多様性に与える影響はほとんどなく、生息環境を悪

化させない。 

以上のことから、環境保全に関する目標との整合性は図られているものと評価する。 
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３ 存在・供用時の焼却施設の稼働による影響 

１) 予測結果 

(1) 動物相及び動物の生息環境への影響 

動物相や注目すべき種の生息基盤となる植物相や植生は、施設の稼働に伴って発生する排

ガス、騒音、振動の影響を受けるおそれがあると考えられる。 

大気質については、大気汚染物質による植物の生育に対する間接的影響は、文献※1による

と、二酸化いおうが0.02ppm以上、二酸化窒素0.5ppm以上で生育に一部影響するとされるが、

それに比べて焼却施設の稼働に伴う大気質の変化の程度は低いレベルにある。 

また、施設の稼働に伴って発生する騒音・振動レベルは、対象事業実施区域と動物の生息

環境である千曲川河川敷の間に位置する堤防道路を走行する自動車から発生する騒音・振動

レベルよりも小さい。 

なお、施設の稼働時に発生する排水は雨水排水だけであり、降雨時の堤外地水路の水質を

悪化させるものではない。 

以上より、焼却施設の稼働が周辺の動物相及び動物の生息環境に及ぼす影響の程度は小さ

いと考えられる。 

 

※1(参考文献)「大気環境の変 化と植物（門司正三他編）」(昭和 54 年、東京大学出版会)及び「環境汚染と

指標植物（垰田宏著）」(昭和 49 年、共立出版) 

 

(2) 注目すべき動物種への影響 

注目すべき動物種について、一般的な生態及び現地調査の確認状況を予測条件とし、施設

の存在・供用が及ぼす影響について予測を行った。 

注目すべき動物種の施設稼働に伴う予測結果は表4-12-6(1),(2)に示すとおりである。 

 

表 4-12-6(1) 注目すべき動物種の施設の稼働に伴う予測結果 

動物相 注目すべき動物種への影響の程度 

哺乳類 

注目すべき哺乳類は、１目１科１種であった。 

調査範囲内でかつ対象事業実施区域外においてアズマモグラが確認されたが、対象事業実施

区域を繁殖場所や餌場として利用しているものではない。 

このため、施設の稼働が注目すべき哺乳類の生息、繁殖環境に影響を及ぼすことはないと予

測する。 

鳥類 

注目すべき鳥類は、７目９科 15 種であった。 

対象事業実施区域ではチョウゲンボウを確認し、調査区域内でもチョウゲンボウを含め 15 種

を確認した。また調査区域外でもチョウゲンボウを含め５種の確認があった。 

チョウゲンボウはラインセンサスの調査結果から鳥類の多い千曲川河川敷を餌場として利用

する可能性はあるが、対象事業実施区域内は現在、使用されている耕作地で、既に人の手が

入った改変された土地であり樹林地が分布しておらず、かつ、繁殖期調査の結果から繁殖場

所として利用が確認されなかったことから、餌場や繁殖場所としての利用の可能性は低いと

考えられることから存在による影響はないものと考えられる。 

なお、対象事業実施区域と注目すべき種の生息、繁殖環境である千曲川河川の堤外地は堤防

により隔てられている。さらに堤防は堤防道路として車両が通行している。現地調査におい

て、堤防道路は交通量が多く、現況においても自動車走行に伴う排ガス、騒音、振動等の影

響が動物の生息、繁殖環境である千曲川河川の堤外地に及んでいると考えられる。 

このため、施設の稼働が注目すべき鳥類の生息、繁殖環境に影響を及ぼすことはないと予測

する。 
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表 4-12-6(2) 注目すべき動物種の施設の稼働に伴う予測結果 

動物相 注目すべき動物種への影響の程度 

昆虫類 

注目すべき昆虫類は、３目 10 科 16 種であった。 

対象事業実施区域ではハグロトンボ、ジュウサンホシテントウの２種を確認し、調査区域内

でもハグロトンボ、ジュサンホシテントウを含め 16 種を確認した。 

対象事業実施区域内ではハグロトンボ、ジュサンホシテントウの２種が確認された。 

ハグロトンボやジュウサンホシテントウは主に河川敷に生息する種であるが、対象事業実施

区域が河川に隣接しているため、千曲川河川敷等からの飛翔による移動と考えられることか

ら、存在・供用による影響はないものと考えられる。 

両生類 

注目すべき両生類は、１目３科５種であった。 

対象事業実施区域内では確認さていない。 

施設稼働時の水路への排水は雨水排水のみであり、雨水排水は調整池で滞留したのち放流さ

れるため、周辺からの雨水排水と同等な水質である。 

以上より施設の存在・供用による影響はないものと考えられる。 

爬虫類 

注目すべき爬虫類は、１目２科２種であった。 

対象事業実施区域内では確認さていない。 

施設稼働時の水路への排水は雨水排水のみであり、雨水排水は調整池で滞留したのち放流さ

れるため、周辺からの雨水排水と同等な水質である。 

以上より施設の存在・供用による影響はないものと考えられる。 

魚類 

注目すべき魚類は、２目３科４種であった。 

対象事業実施区域内では確認さていない。 

施設稼働時の水路への排水は雨水排水のみであり、雨水排水は調整池で滞留したのち放流さ

れるため、周辺からの雨水排水と同等な水質である。 

以上より施設の存在・供用による影響はないものと考えられる。 

陸産貝類 

注目すべき陸産貝類は、１目１科１種であった。 

ナミギセルの確認場所は対象事業実施区域内及びその周辺である。対象事業実施区域内に生

息する個体については工事による影響の環境保全措置を実施することで、注目すべき種の存

在への影響は少ない。 

底生動物 

注目すべき底生動物は、２目２科３種であった。 

対象事業実施区域内では確認さていない。 

施設稼働時の水路への排水は雨水排水のみであり、雨水排水は調整池で滞留したのち放流さ

れるため、周辺からの雨水排水と同等な水質である。 

以上より施設の存在・供用による影響はないものと考えられる。 

 

２) 環境保全措置の内容と経緯 

「4-1 大気質」、「4-2 騒音」、「4-3 振動」及び「4-11 植物」の存在・供用による影響

に示した環境保全措置を実施する。 

 

３) 評価方法 

評価の方法は、調査及び予測の結果並びに検討した環境保全措置を踏まえ、動物への影響

ができる限り緩和されているかどうかを検討した。 

また、予測結果が表4-12-7に示す環境保全に関する目標と整合が図れているかどうかを検

討した。 

 

表 4-12-7 環境保全に関する目標(存在・供用による影響(焼却施設の稼働)) 

項目 環境保全に関する目標 

動物 
・対象事業実施区域の周囲に生息する動物に影響を及ぼさないこと。

・希少な動物の生息環境を悪化させる行為はしない。 
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４) 評価結果 

(1) 環境への影響の緩和に係る評価 

「4-1 大気質」、「4-2 騒音」、「4-3 振動」及び「4-10 植物」で示したとおり、事業

の実施にあたっては環境保全措置を講じる。環境保全措置の実施により施設の稼働に伴う大

気質、騒音、振動の影響は、動物の生息環境を著しく悪化させるものではないと予測した。 

また、雨水排水においては、沈砂池を設置するため影響は小さいと予測した。 

以上のことから、環境への影響の緩和に適合するものと評価する。 

 

(2) 環境保全に関する目標との整合性に係る評価 

焼却施設の稼働による影響は、生態系及び生物多様性に及ぼす影響はほとんどなく、また

注目すべき動物の生息環境に影響を及ぼさない。 

以上のことから、環境保全に関する目標との整合性は図られているものと評価する。 


